
  

 

 

 

 

鴻鴻鴻巣巣巣市市市地地地域域域新新新エエエネネネルルルギギギーーービビビジジジョョョンンン策策策定定定等等等事事事業業業   
   

報報報告告告書書書   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平平平成成成 222222 年年年 222 月月月   

   

鴻鴻鴻   巣巣巣   市市市 

太太太陽陽陽ののの恵恵恵みみみととと先先先進進進技技技術術術ををを活活活用用用しししたたた持持持続続続可可可能能能ななな環環環境境境都都都市市市   



  



  

太陽の恵みと先進技術を活用した持続可能な環境都市を目指して 

 

私たちの暮らす日本では、エネルギー供給の約８割を石油

や石炭などの化石燃料、天然ガスに依存しています。国内経

済の発展とともに我が国のエネルギー消費量は増加し、同時

に進行する世界的なエネルギーの大量消費により、石油や天

然ガスは２１世紀中には枯渇し、石炭も遠くない将来には使い

果たしてしまうと言われており、今、これに代わる新たなエネル

ギーの創出が求められています。 

一方、石油や石炭等の化石燃料の消費に伴い排出される

二酸化炭素等の温室効果ガスにより、地球温暖化が加速し、

気温の上昇や異常気象など、地球環境に深刻な影響を与え

ており、その解決に向けた取り組みも急務となっています。 

鳩山首相は国連気候変動サミットにおいて、日本の温室効果ガスの排出量を、２０２０年ま

でに１９９０年比で２５％削減するという中期目標を表明し、この問題の解決に真摯に取り組

む姿勢を明らかにしました。 

今、私たちは「エネルギー問題」と「地球環境問題」という二つの大きな課題を地球規模で

解決していくため、国をあげてこの課題に取り組んでいかなければなりません。 

このようなことから、本市では、この二つの課題の解決に向け、「鴻巣市地域新エネルギー

ビジョン」を策定いたしました。本ビジョンは、エネルギーの根源を化石燃料に求める社会から

大きな転換を図り、自然界に無限に存在する太陽や水、風など、環境負荷の少ない新エネル

ギー導入の可能性を検討するとともに、導入に向けた基本方針や、取り組みの具体的な指

針を示すものです。 

本市は「花のまち」として知られ、市内は市の花パンジーをはじめ、チューリップ、サルビア、

ポピー、コスモスなど色とりどりの花と豊かな緑につつまれています。私たちはこの豊かな緑、

花を育む太陽光や水など、かけがえのない資源を次の世代に継承していかなければなりま

せん。私は、全国的にも恵まれた花を育む太陽エネルギーと先進技術の活用を図りながら、

環境負荷の低いまちづくりを目指してまいります。 

私たちが直面している課題は大きいものですが、１２万有余の市民の皆さん、事業者の皆

さんとの連携と協働により、取り組みを進めてまいります。皆さんには変わらぬお力添えを賜

りますようよろしくお願い申し上げます。 

結びに、本ビジョン策定にあたり、貴重なご意見、ご協力を賜りました皆さんに心より厚く御礼申

し上げます。  

 

平成２２年２月 鴻巣市長 原口 和久 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本調査は、独立行政法人新エネルギー産業技術総合開発機構の平成２１年度「地域新エネ

ルギー・省エネルギービジョン策定等事業」の補助により実施しました。 
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私たちは、地球の自然の恵みと急速な進歩を遂げた科学技術により、たいへん豊

かで便利な生活を営んできました。しかしそれに伴う大量生産・大量消費・大量廃

棄型の社会活動、開発途上国の人口の爆発的な増加により、さまざまな問題が生じ

ています。特に、化石エネルギーの枯渇、地球の温暖化という問題は深刻であり、

地球規模で取り組むべき課題となっています。これは、持続可能な社会形成と地域

の発展においても、地域で取り組み解決すべき重要な課題となっています。 

 

 

 

 

 

第1章 新エネルギービジョン策定の背景と目的 
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1.1.1 エネルギー需給動向 

エネルギー消費の規模は、生活や経済活動の水準によって決まる一方で、生活や

経済活動がエネルギーによって支えられ、あるいは、制約を受けるという相互関係

にあります。このため、経済発展につれて、エネルギー消費も増加するのが一般的

です。 

我が国のエネルギーの需要(最終エネルギー消費)と供給(一次エネルギー国内供給)

を見てみると、経済の規模(GDP※1)が小さい頃は需要・供給ともに小さく、経済規

模が拡大するにつれて需要・供給ともに増大していきました。エネルギーは、原油

や石炭、天然ガスなどといった元々の形で国内へ供給され(一次エネルギー国内供給)、

ガソリンや電気、都市ガスなどといった使い勝手の良い二次エネルギーへ転換され

て、消費者に利用されます(最終エネルギー消費)。 
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（注1）エネルギーの単位については｢2.2エネルギー需要量｣の項を参照願います。(以下同様) 

（注2）「総合エネルギー統計」は、1990年度以降の数値について算出方法が変更されている。 

   実質GDPは1965～1979年度は1990年基準、1980～1993年度は1995年基準、1994～2007年度は2000年基準。 

資料)資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」、内閣府「国民経済計算年報」 

                         
※1 GDP 

   国内総生産。一定期間内に国内で産み出された付加価値の総額 

 

1.1 新エネルギービジョン策定の背景 

エネルギー需給と経済成長 
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(1) エネルギー消費 

我が国のエネルギー需要は、1970 年代までの高度経済成長期には、GDP よ

りも高い伸び率で増えてきました。しかし、1970 年代の 2 度にわたる石油危機

を契機に産業部門での省エネルギー化が進むとともに、省エネルギー型製品の開

発も盛んになりました。このような努力の結果、エネルギー需要をある程度抑制

しつつ経済成長を果たすことができました。しかし、1980 年代後半からは、石

油価格の低下に加え、快適さ・利便性を求めるライフスタイルなどを背景にエネ

ルギー需要は再び増加に転じています。 
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(注)エネルギー消費の各部門は以下のように分類される。 

産業部門: 第一次･第二次産業の工場･事業所内エネルギー消費 

民生部門: 家計の住宅内消費、第三次産業の事業所内消費、その他の消費 

運輸部門: 企業･家計における旅客･貨物の輸送用消費 

資料）総合エネルギー統計 

我が国のエネルギー消費の推移 
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(2) エネルギー資源埋蔵量 

石油の可採年数は 1970 年代から、あと 40 年といわれてきていますが、その

後の採掘技術や探査技術の向上により、可採量※2は増加しています。現在のエネ

ルギー資源の可採年数は石油が約 41.6 年、天然ガスが約 62 年、石炭は約 133

年、ウランは約 81.6 年となっています。しかしながら、これらの資源は限りが

ある事には変わりなく、今後のエネルギー転換が重要となってきます。 
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【石炭】              【ウラン】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可採年数133年             可採年数81.6年 

（日本は世界の0.08％程度）        （日本は世界の0％） 

資料）石油、天然ガス、石炭はBP統計 ウランは URANIUM2007(OECD/NEA IAEA) 

                         
※2 可採量 

立地条件や技術的制約を考慮した上で、利用が期待される量 

（2007 年） 

（2007 年末） 

世界のエネルギー資源埋蔵量 
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(3) エネルギー供給 

国産石炭が価格競争力を失う中、我が国の高度経済成長期をエネルギーの面で

支えたのが、中東などで大量に生産されていた石油です。我が国は安価な石油を

大量に輸入し、1973 年度には、エネルギー供給の 77.4％を石油に頼っていま

した。しかし、第四次中東戦争を契機に 1973 年に発生した第一次石油危機によ

って、原油価格の高騰と石油供給断絶の不安を経験した日本は、エネルギー供給

を安定化させるため、石油依存度を低減させ、石油に代わるエネルギーとして、

原子力や天然ガスの導入を促進しました。再び原油価格が大幅に高騰した第二次

石油危機(1979 年)は、原子力や天然ガスの更なる導入の促進、新エネルギーの

開発を加速させました。 

その結果、石油依存度は、2007 年度には、43.9％と第一次石油危機時

(77.4％)から大幅に改善され、その代替として、原子力(10.2％)、天然ガス

(17.9％)の割合が増加するなど、エネルギー源の多様化が図られています。しか

し、他の先進諸国に比べると、まだまだ石油への依存度は高いと言えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料）総合エネルギー統計 

 

 

 

 

我が国のエネルギー供給構成 

1973年度 

16.13× 

1018J 

2007年度 

23.86× 

1018J 

石油 

43.9% 石油 

77.4% 

石炭 

22.1% 

石炭 

15.5% 

天然ガス 

17.9% 

再生可能エネルギー等 0.9% 

水力･地熱 4.1% 

原子力 0.6% 

天然ガス 1.5% 原子力 

10.2% 

水力･地熱 3.0%
再生可能エネルギー等 3.0% 
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一次エネルギー総供給量、エネルギー源別構成比は2006 年の値 

エネルギー輸入依存度、石油の輸入依存度は2007 年の値 

（注）輸入依存度のマイナスは輸出超過を表す。 

資料）Energy balance of OECD Countries 2008 

 

以下に、埼玉県における 1998 年以降の 4月度におけるレギュラーガソリン、軽

油、灯油の価格動向を示します。1998 年と 2009 年を比較して、レギュラーで

28％、軽油で35％、灯油で51％の価格上昇となっています。 
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出典）財団法人日本エネルギー経済研究所石油情報センター 

 

先進国におけるエネルギー供給構造比較 

石油製品の価格動向 

日本 アメリカ カナダ イギリス ドイツ フランス イタリア
528.0 2,321.0 270.0 231.0 349.0 273.0 184.0

石炭 21.3 23.7 10.2 17.9 23.6 4.8 9.1
石油 45.6 40.4 35.3 36.3 35.4 33.3 44.1
天然ガス 14.7 21.6 29.5 35.1 22.8 14.5 37.6
原子力 15.0 9.2 9.5 8.5 12.5 43.0 －
水力/地熱等 3.4 5.0 16.1 2.0 6.1 6.3 7.2
電力 - 0.1 -0.6 0.3 -0.4 -2.0 2.1

96.0 30.0 -43.0 29.0 71.0 92.0 86.0
(83.0) (30.0) (-53.0) (22.0) (60.0) (50.0) (86.0)
99.7 65.4 -65.1 0.4 96 98.9 92.6

(石油換算百万トン)

エネルギー
源別構成比
(％)

(原子力を国産として計算)
エネルギー輸入依存度(％)

石油の輸入依存度(％)

一次エネルギー総供給量
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1.1.2 二酸化炭素排出と地球温暖化問題 

(1) 温室効果ガス排出状況 

石油、石炭などの化石燃料消費に伴って発生する二酸化炭素(CO2)などの温室効

果ガス※3により加速化した地球温暖化は、地球環境の保全に深刻な影響を与えて

います。我が国の二酸化炭素総排出量は依然増加傾向にあります。世界の二酸化

炭素排出量は二酸化炭素換算 290 億 t-CO2 で、国別では、中国、アメリカ、ロ

シアの順で、日本は世界第5位となっています。 

 

 

中国
21.0%

アメリカ
19.9%

ブラジル
1.2%

その他
24.4%

南アフリカ
1.2%

インドネシア
1.3%

サウジアラビア
1.2%

フランス
1.3%

オーストラリア
1.4%

メキシコ
1.5%
イタリア
1.5%

イラン
1.6%
韓国
1.7%
イギリス
1.8%

カナダ
2.0%
ドイツ
2.9%

日本
4.3%

インド
4.6% ロシア
5.5%

2007年

約290億トン
二酸化炭素(CO2)換算

 

資料)IEA「KEY WORLD ENERGY STATISTICS」2009 より 

                         
※3 温室効果ガス 

大気圏にあって、地表から放射された赤外線の一部を吸収することにより温室効果をもたらす気体の総称 

世界の二酸化炭素排出量 
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単位：GWP は単位無し、排出量は Mt-CO2 

  
二酸化炭素

（CO2） 

メタン

（CH4） 

一酸化 

二窒素 

（N2O） 

ハイドロ 

フルオロ 

カーボン類

（HFCs）

パーフル 

オロ 

カーボン類 

（PFCs） 

六フッ化 

硫黄 

（SF6） 

計 

GWP※4 

(地球温暖

化係数) 

1  21  310  
HFC-

134a：

1,300など 

PFC-14：

6,500など 
23,900   

京都議定書 

の基準年 
1,144.1 33.4 32.6 20.2 14.0 16.9 1,261.3 

1990 1,143.2 32.6 32.0       1,207.8 

1991 1,152.6 32.4 31.5       1,216.5 

1992 1,160.8 32.1 31.5       1,224.5

1993 1,153.6 31.8 31.3       1,216.7 

1994 1,213.5 31.1 32.5       1,277.1 

1995 1,226.6 30.2 32.8 20.3 14.4 17.0 1,341.2 

1996 1,238.9 29.5 33.9 19.9 14.9 17.5 1,354.7 

1997 1,234.9 28.5 34.6 19.9 16.3 15.0 1,349.1 

1998 1,198.9 27.6 33.1 19.4 13.5 13.6 1,306.2 

1999 1,233.9 27.0 26.7 19.9 10.6 9.3 1,327.5 

2000 1,254.6 26.4 29.3 18.8 9.7 7.3 1,346.0 

2001 1,238.8 25.6 25.8 16.2 8.1 6.0 1,320.5 

2002 1,276.7 24.7 25.5 13.7 7.5 5.7 1,353.7 

2003 1,283.9 24.2 25.2 13.8 7.3 5.4 1,359.7 

2004 1,282.5 23.8 25.3 10.6 7.5 5.3 1,355.0 

2005 1,287.3 23.4 24.8 10.6 7.1 4.6 1,357.8 

2006 1,270.2 23.0 24.7 11.6 7.4 5.1 1,342.1 

2007 1,303.8 22.6 23.8 13.2 6.5 4.4 1,374.3 

(注 1) LULUCF（土地利用、土地利用変化及び林業）分野の排出・吸収量は除く 

(注 2) HFCs、PFCs、SF6については、1995 年を京都議定書に基づく排出量算定の基準年としている 

資料)環境省 

                         
※4 GWP(地球温暖化係数) 

地球温暖化への影響度合いを表す係数。二酸化炭素を 1 としている。 

日本の温室効果ガス排出量の推移 
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資料)環境省 

一人当たりの二酸化炭素排出量の推移 
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埼玉県の 2006 年の温室効果ガス排出状況は、4,122 万 t-CO2となっており、

1990 年と比較して 0.7%の増加となっています。しかし、2003 年以降わずか

ながら減少傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注)四捨五入の関係で個別の数値と合計が合わないものがあります。 

資料)埼玉県 

 

埼玉県の温室効果ガス排出量の推移 
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(2) 地球温暖化の仕組み 

地球の表面には窒素や酸素などの大気が取り巻いています。地球に届いた太陽

光は地表での反射や輻射熱として最終的に宇宙に放出されますが、大気が存在す

るので、急激な気温の変化が緩和されています。とりわけ大気中の二酸化炭素は

0.03％とわずかですが、地表面から放射される熱を吸収し、地表面に再放射する

ことにより、地球の平均気温を摂氏 15 度程度に保つのに大きな役割を果たして

います。こうした気体は温室効果ガスと呼ばれています。 

18 世紀後半頃から、産業の発展に伴い人類は石炭や石油などを大量に消費する

ようになり、大気中の二酸化炭素の量は 200 年前と比べ 30％程増加しました。

これからも人類が同じような活動を続けるとすれば、21 世紀末には二酸化炭素濃

度は現在の 2 倍以上になり、この結果、最も厳しいケースでは、地球の平均気温

は今より2.4～6.4℃上昇すると予測されています。 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料）「New Energy Now」NEDO･NEF 

 

現在の大気 温室効果ガス濃度が増加した時 

地球温暖化の仕組み 
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(3) 気候変動枠組条約と国際動向 

国際連合の専門機関である UNEP(国連環境計画)と WMO(世界気象機構)の下に

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が組織され、地球温暖化の予測や対策等に

関する世界各国の科学的・技術的研究成果の収集、分析を開始しました。こうし

た科学的な知見の充実を踏まえ、1992 年のリオサミットに際し、気候変動枠組

条約が成立しました(1994 年 3 月、発効)。この気候変動枠組条約は、「大気中の

温室効果ガス」の濃度安定化を目的としており、「先進国」「開発途上国」「旧ソ連、

東欧諸国」それぞれに異なる義務を定めています。また、条約を実施するための

制度として、各国の通報のレビュー等を行う締約国会議(COP)や、開発途上国に

対して資金供与を行う資金供与制度(暫定的に GEF※5を利用)等が定められていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
※5 GEF(地球環境ファシリティ) 

開発途上国及び市場経済移行国が地球規模の環境問題に対応した形でプロジェクトを実施する際に追加的に負担する費用につき、

原則として無償資金を提供すること 

【先進国】気候変動緩和のための政策・措置をとること、政策・措置の実施状況を

締約国会議に通報すること、通報を受けて、締約国会議が各国の政策・措置の進捗

状況を再調査することが、義務付けられている。 

【旧ソ連、東欧諸国】先進国扱いながら、開発途上国への資金・技術供与が免除さ

れている。 

【発展途上国】過去の温室効果ガス排出の大半は先進国に起因すること、開発途上

国における一人当たりの CO2 排出量は依然として先進国と比較して少ないこと等

から、温室効果ガスの排出状況の通報等に義務が限定されている。 

定
め
ら
れ
た
義
務 

気候変動枠組条約で定められた義務 



  13

 

 

年 名称 開催地 ポイント 

1995 COP1 
ベルリン 

（ドイツ） 

第 3 回会議までに、先進国の温室効果ガスの削減目標を

設定する議定書を作成することを決定。（ベルリン・マン

デート） 

1996 COP2 
ジュネーブ 

（スイス） 

特定の時間枠の中で、排出抑制および相当の削減のための

数量化された法的拘束力のある目的を設定することを決

定。 

1997 COP3 
京都 

（日本） 

各国毎に法的拘束力のある温室効果ガスの削減目標を設

定。さらに、京都メカニズム（排出量取引、共同実施、ク

リーン開発メカニズム）の導入に合意。（京都議定書） 

1998 COP4 
ブエノスアイレス

（アルゼンチン）

京都メカニズムの具体的なルールや遵守の問題について、

COP6 での決定を目指して検討することに合意。 

1999 COP5 
ボン 

（ドイツ） 

わが国及び欧州諸国が 2002 年までの京都議定書発効の

必要性を主張。「ブエノスアイレス行動計画の実施」を再

確認。 

2000 COP6 
ハーグ 

（オランダ） 

京都メカニズムの具体的なルールや遵守の問題について合

意に至ることなく中断。 

2000 
COP6 

（再開会合）

ボン 

（ドイツ） 

2002 年の京都議定書発効に向けて基本的に合意。森林

の吸収枠も国ごとに設定するなど、具体的ルールに関する

議論も進展したが、遵守の問題などは先送りとなった。 

2001 COP７ 
マラケシュ 

（モロッコ） 

京都メカニズムのルールを作成。ただし、遵守の問題、途

上国関連の問題などは今後の協議事項とされている。 

2002 COP8 
デリー 

（インド） 

京都議定書に基づく報告・審査ガイドラインが策定され、

クリーン開発メカニズム（CDM）の手続きについて整備

される。 

2003 COP９ 
ミラノ 

（イタリア） 

議定書の早期発効への強い支持が表明された。また、すべ

ての国の努力、共通のルール、CDM の速やかな実施の重

要性などについて合意。 

2004 COP１０ 
ブエノスアイレス

（アルゼンチン）

京都メカニズム運用細則について合意。ポスト京都議定書

（2013 年～）を視野に入れた取組を開始することを決

定。また、適応策と対応措置に関するブエノスアイレス作

業計画を決議した。 

2005 COP１１ 
モントリオール 

（カナダ） 

議定書発効後最初の締約国会議。米国や途上国も含む全て

の国の参加の下、「長期的協力に関する対話」のプロセス

について合意。 

2006 COP１２ 
ナイロビ 

（ケニア） 

2013 年以降の将来枠組について、議定書 9 条に基づき

第 1 回目の見直しを実施。途上国への技術移転、CDM

の促進について合意。 

2007 COP１３ 
バリ島 

（インドネシア）

枠組条約の下に新たに特別作業部会（AWG）を設置し

2013 年以降の枠組みを 2009 年までに合意を得て採択

すること等に合意した。 

2008 COP１４ 
ポズナニ 

（ポーランド） 

2009 年末の COP15 で、野心的・効果的な枠組に合意

すべく、完全に「交渉モード」に移行することを約束。ま

た、GEF(地球環境ファシリティ)の「技術移転に関するポ

ズナニ戦略プログラム」が承認された。 

2009 COP１５ 
コペンハーゲン 

（デンマーク） 

2013年以降の地球温暖化対策の国際枠組の骨格を示した

コペンハーゲン合意を採択できず、承認にとどめて閉幕。

気候変動枠組条約の変遷 
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ここで、エネルギー問題や地球環境問題に対する国内外の動きを下表に示します。 

 

 

 

西暦 和暦 世界 日本

1973 昭和48 第1次オイルショック

1974 昭和49 ＩＥＡ（国際エネルギー機関）設立 サンシャイン計画(新エネルギー計画)

1978 昭和53 ムーンライト計画(省エネルギー計画)

1979 昭和54 第2次オイルショック エネルギーの使用の合理化に関する法律

1980 昭和55 代替エネルギー導入法

1988 昭和63

トロント会議（気候変動に関する国
際会議）開催
気候変動に関する政府間パネル
（ＩＰＣＣ）

1989 平成1

1990 平成2 IPCC第1次評価報告書 地球温暖化防止行動計画

1991 平成3 ソ連崩壊

1992 平成4
国連環境開発会議
(地球サミット:リオデジャネイロ)

余剰電力購入メニュー開始

1993 平成5
ニューサンシャイン計画
環境基本法制定

1994 平成6 気候変動枠組条約成立 新エネルギー導入大綱

1995 平成7
COP1
IPCC第2次評価報告書

1996 平成8 COP2

1997 平成9 COP3「京都議定書」採択
新エネルギー利用等の促進に関する
特別措置法
「環境影響評価法」制定

1998 平成10 COP4
地球温暖化対策の推進に関する法律
地球温暖化対策推進大綱

1999 平成11 COP5 地球温暖化対策に関する基本方針

2000 平成12 COP6 グリーン購入法制定

2001 平成13
COP7
IPCC第3次評価報告書

2002 平成14 COP8
エネルギー政策基本法
地球温暖化対策推進大綱

2003 平成15 COP9 RPS法施行

2004 平成16 COP10

2005 平成17
京都議定書発効
COP11

2006 平成18 COP12

2007 平成19
IPCC第4次評価報告書
COP13

2008 平成20 COP14 地球温暖化対策の推進に関する法律改正

2009 平成21 COP15

地球温暖化対策の推進に関する法律
施行令改正
エネルギーの使用の合理化に関する
法律改正

 

エネルギー問題や地球環境問題に対する国内外の動き 
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1.1.3 エネルギーに関する政策的な動向  

(1) エネルギー政策基本法 

エネルギー政策基本法は、エネルギー政策の大きな方向性を示すことを目的と

して、2002年6月14日に公布・施行となりました。 

①制定の目的 

この法律は、エネルギーが国民生活の安定向上並びに国民経済の維持及び発展

に欠くことのできないものであるとともに、その利用が地域及び地球の環境に大

きな影響を及ぼすことに鑑み、エネルギーの需給に関する施策に関し、基本方針

を定め、並びに国及び地方公共団体の責務などを明らかにするとともに、エネル

ギーの需給に関する施策の基本となる事項を定めることにより、エネルギーの需

給に関する施策を長期的、総合的かつ計画的に推進し、もって地域及び地球の環

境の保全に寄与するとともに我が国及び世界の経済社会の持続的な発展に貢献す

ることを目的としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エネルギー需給に関する施策についての基本方針（第2条～第 4条） 

○ 安定供給の確保（供給源の多様化、自給率の向上、エネルギー分野における安全保障） 

○ 環境への適合（地球温暖化の防止、地域環境の保全、循環型社会の形成） 

○ 市場原理の活用（上記2点の政策目的を十分考慮しつつ、規制緩和等の施策を推進） 

 

各主体の役割分担 （第 5条～第 9条） 

国の責務 

国は基本方針にの

っとり、エネルギ

ーの需給に関する

施策を総合的に策

定し、実施する責

務 を有 する。 ま

た、エネルギーの

使用による環境へ

の負担の低減に資

する物品の使用等

に努める。 

 

相互協力 

国、地方公

共団体、事

業者、国民

等はエネル

ギーの需給

に関し、相

互に、その

果たす役割

を理解し、

協力する。 

国民の努力 

国民は、エネ

ルギーの使用

に 当 た っ て

は、その使用

の合理化に努

め る と と も

に、新エネル

ギーの活用に

努める。 

 

地方公共団体の責務 

地方公共団体は、国の

施策に準じて施策を講

ずる責務を有する。ま

た、エネルギーの使用

による環境の負担の低

減に資する物品の使用

等に努める。 

事業者の責務 

事業者は、自主

性・創造性を発揮

しつつ、エネルギ

ー利用の効率化、

地域環境並びに地

球環境の保全に配

慮したエネルギー

利用に努めるとと

もに、国、地方公

共団体の施策に協

力する責務を有す

る。 

エネルギー基本計画の策定(第12条) 

「政府は、エネルギーの需給に関する施策の長期的、総合的かつ計画的な推進を図るため、エネルギー

の需給に関する基本的な計画(以下「エネルギー基本計画」という。)を定めなければならない。」 

エネルギー政策基本法の概要 
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②エネルギー基本計画 

 エネルギー政策基本法第12条第4項に従って、2003年10月に策定された「エ

ネルギー基本計画」についての概要は以下の通りです。 

■施策についての基本的な方針 

１．安定供給の確保 

・省エネルギー 

・輸入エネルギー供給源の多角化や主要産出国との関係強化 

・国産エネルギーなどエネルギー源の多様化 

・備蓄の確保 

２．環境への適合 

・省エネルギー 

・非化石エネルギーの利用、ガス体エネルギーへの転換 

・化石燃料のクリーン化及び高効率利用技術の開発・導入 

３．市場原理の活用 

・「安定供給の確保」、「環境への適合」を十分考慮した上で、制度改革を進め

るとともに、我が国の実情に適合する形での市場原理の活用を図る。 

 

(2) 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法（新エネルギー法） 

国では 1997 年に新エネルギーの導入を促進するため、｢新エネルギー利用等

の促進に関する特別措置法｣が制定されました。 

①制定の目的 

この法律は、内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な

供給の確保に資するため、新エネルギー利用等についての国民の努力を促すとと

もに、新エネルギー利用等を円滑に進めるために必要な措置を講ずることとし、

もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定に寄与することを目的としていま

す。 

②制定後の状況と効果 

この法律に続いて｢新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令｣

(1997 年)の制定、｢新エネルギー利用等の促進に関する基本方針｣(同年)の発表を

行い、エネルギー・セキュリティの確保、地球環境問題への対応を軸に政府、各

事業者、国民、地方自治体への努力の促進を図ることを定めています。 

また、法に基づいた事業として｢地域新エネルギー導入促進事業｣や、｢地域新エ

ネルギー事業者支援事業｣がスタートし、地方自治体や民間事業者の新エネルギー

の導入促進を図っています。 



  17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料）NEF ホームページ 

 

資源制約や環境負荷の少ない新エネルギーの加速的な開発および導入が不可欠 

《新エネルギーの例》 

太陽光発電、風力発電、バイオマスエネルギー 

新エネルギー対策の必要性 

実用化段階に入ったものの、 

経済性の制約等により進まない 

新エネルギーの導入の加速 

導入促進

長期的な視点からの 

一層の技術開発 

技術開発 

 

 

 

 

 

 

 

＊ＣＯＰ３：平成９年１２月に京都で開催された気候変動枠組条約第３回締約会議 

エネルギー政策を巡る環境変化

エネルギー･セキュリティーの確保の 

必要性の高まり 
 アジア地域のエネルギー消費の急増 
 石油依存度低減の停滞 

地球温暖化問題への対応の 

必要性の高まり 
 二酸化炭素の排出抑制は国際的責任 
国際的取組みを強化するＣＯＰ３開催 

基本的取組体制の 

明確化 

（国民・事業者の役割の明確

化及び国の施策の体系化） 

事業者の取組みへの 

金融上の 

支援スキームの整備 

新法制定にて対応 

予算上の 

支援策の 

抜本的強化 

地域における 

省エネルギー利用など、 

住宅用太陽光発電 

システムへの 

補助制度等 

技術開発の 

着実な推進 

ニュー・サンシャイン 

計画等の推進 

実用化 

新エネルギー法制定の経緯と背景 
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(3) 長期エネルギー需給見通し 

我が国は、今後、人口減少・少子高齢化の進展による人口構造の変化をはじめ、

産業構造や社会構造、国民のライフスタイルも含めた経済社会構造が長期的に変

化していくことが想定され、この変化はエネルギー需給構造にも大きな影響をも

たらすことが考えられます。 

このような認識のもと、将来の不確実性を十分に踏まえ、2030 年頃を念頭に

我が国のエネルギー需給構造を見通すとともに、エネルギー戦略の検討を行うた

め、2003 年 12 月から総合資源エネルギー調査会需給部会において、長期エネ

ルギー需給見通しの見直しに向けた審議が行われ、2005 年 3 月に答申されまし

た。 

ここでは、2030 年までの経済社会像とエネルギー需給構造や、想定されうる

道筋を複数のシナリオとして検討・提示しています。また、シナリオを念頭にい

くつかの感応度分析を行いつつ、2030 年の我が国のエネルギー需給構造を定量

的に示しています。その際、京都議定書の遵守を念頭に、2010 年におけるエネ

ルギー需給構造も併せて見通しています。さらに、これら見通しを踏まえ、中長

期的なエネルギー戦略のあり方についても検討を加えています。 

2030 年見通しでは、自然体で推移した場合、人口・経済・社会構造の変化を

踏まえ、エネルギー需要の伸びは構造的に鈍化し、2020 年代初頭には頭打ちと

なり減少に転じる姿が示されました。また、感応度分析では、技術革新や国民・

企業の意識の変革により省エネルギーが進展し、自然体で推移した場合に比べて

更に最終エネルギー消費が 5千万 kL 程度減少し、CO2排出量が 1990 年度の水

準を大幅に下回る可能性や、燃料電池をはじめとする新しい供給手段が現実化す

る可能性が提示されています。 

望ましいエネルギー需給構造の実現に向けては、アジアのエネルギー需要増加

をにらんだ国際エネルギー戦略の確立、省エネルギー・環境対策の推進、原子力

の推進・天然ガス利用の拡大・水素社会への取組等によるエネルギー供給の多様

化、大規模集中型と分散型の適切な組合せによるエネルギー供給システムの最適

化という4つの中長期的なエネルギー戦略が提案されています。 

一方、2010 年見通しでは、地球温暖化対策推進大綱(2002 年 3 月)に掲げら

れている対策の推進だけでは、CO2 排出量の目標を大幅に超過する見通しである

ことが示されましたが、エネルギー需要サイドにおけるエネルギー使用の合理化

に向けた環境整備や産業界の領域を越えた取組を進め、エネルギー供給サイドに

おいては電力分野の CO2 排出量の低減や新エネルギー導入の促進などの追加対策

を講ずることで目標達成が可能であることが示されています。 
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①供給サイドの新エネルギー 

2010年度見通し／目標  

エネルギー分野 
2001年度 

実績 
現行対策維持

ケース※1 
目標ケース 

2010(目

標ケース) 

／2001 

太陽光発電 
11.0万 kL 

(45.2万ｋW)

62万 kL  

(254万ｋW)

118万 kL  

(482万ｋW) 
約 11倍 

風力発電 
12.7万 kL 

(31.2万ｋW)

32万 kL  

(78万ｋW) 

134万 kL  

(300万ｋW) 
約 11倍 

廃棄物発電 
125万 kL  

(111万ｋW)

208万 kL 

(175万ｋW)

552万 kL  

(417万ｋW) 
約 4倍 

発
電
分
野 

バイオマス※2発電 
4.8万 kL  

(7.1万ｋW) 

13万 kL  

(16万ｋW) 

34万 kL  

(33万ｋW) 
約 7倍 

太陽熱利用 82万 kL 72万 kL 439万 kL  約 5倍 

未利用エネルギー 

(雪氷熱を含む) 
4.4万 kL  9.3万 kL 58万 kL 約 13倍 

廃棄物熱利用 4.5万 kL  4.4万 kL 14万 kL 約 3倍 

バイオマス熱利用 ― ― 67万 kL ― 

熱
利
用
分
野 

黒液･廃材※3 446万 kL   479万 kL 494万 kL 約 1倍 

合計(一次エネルギー 

総供給に占める割合) 

690万 kL  

(1.2 %) 

878万 kL 

(1.4%) 

1,910万 kL 

(3%程度) 
約 3倍 

一次エネルギー総供給 約 5.9億 kL 約 6.2億 kL 
約 6.0億 kL 

程度 
  

②需要サイドの新エネルギー 

2010年度見通し/目標 

エネルギー分類 
2001年度 

実績 
現行対策維持 

ケース※1 
目標ケース 

2010 

(目標ケー

ス)/2001

クリーンエネルギー 

自動車※4 
11.5万台 161万台 233万台 約 30倍 

天然ガスコージェネ 

レーション※5 
190万 kW 344kW 464万 kW 約 2.5倍 

燃料電池 1.2万 kW 4万 kW 220万 kW 約 183倍

※1 2001年当時 

※2 動植物に由来する有機物であって、エネルギー源として利用することができるもの（原油、

石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く）を言います。 

※3 バイオマスの1つとして整理され、発電としての利用分を一部含みます。 

※4 需要サイドの新エネルギーである電気自動車、燃料電池自動車、ハイブリッド自動車、天然

ガス自動車、メタノール自動車、更にディーゼル代替LPガス自動車を含みます。 

※5 天然ガスでエンジン発電機を使用して発電し、同時に発生した熱も利用するもの。燃料電池

によるものを含みます。 

資料)「今後の新エネルギー対策のあり方について」総合資源エネルギー調査会新エネルギー部会

(2001.6) 

新エネルギー導入の実績と見通し 
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(4) 電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法 

2002年6月に公布され、2003年4月1日より施行された「電気事業者によ

る新エネルギー等の利用に関する特別措置法」は、新エネルギー等のさらなる

普及のため、電気事業者に対して、一定量以上の新エネルギー等を利用して得

られる電気の利用を義務付けることにより、新エネルギー等の利用を推進して

いくものです。 

●ＲＰＳ制度の概要 

RPS制度(Renewable Portfolio Standard)とは、「電気事業者による新エネ

ルギー等の利用に関する特別措置法」に基づき、エネルギーの安定的かつ適切な

供給を確保するため、電気事業者に対して、毎年、その販売電力量に応じた一定

割合以上の新エネルギー等から発電される電気(以下、「新エネルギー等電気」と

いう。)の利用を義務付け、新エネルギー等の更なる普及を図るものです。 

電気事業者は、義務を履行するため、自ら「新エネルギー等電気」を発電する、

若しくは、他から「新エネルギー等電気」を購入する、又は、「新エネルギー等

電気相当量(法の規定に従い電気の利用に充てる、もしくは、基準利用量の減少

に充てることができる量)」を取得することになります。 

●対象エネルギー 

1.風力 

2.太陽光 

3.地熱 

4.水力(水路式の 1,000kW以下の水力発電) 

5.バイオマスを熱源とする熱(廃棄物であるバイオマスの焼却による発電につい

ては、このカテゴリーに含まれます。) 
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1.2.1 新エネルギーの定義と導入の意義  

(1) 新エネルギーの定義 

新エネルギーとは、自然の力を利用したり、今まで使用せずに捨てられてい

たエネルギーを有効活用したりする「地球にやさしいエネルギー」です。 

また、政策的には、新エネルギーは、「新エネルギーの利用等の促進に関する

特別措置法」(新エネルギー法)において、「新エネルギー利用等」として、｢石油

代替エネルギーを製造、発生、利用すること等のうち経済性の面での制約から

普及が進展しておらず、かつ、石油代替エネルギーの促進に特に寄与するもの｣

と規定されており、積極的にその導入促進を図るべき政策的支援対象に位置付

けられています。 

新エネルギーは、エネルギー自給率の向上や地球温暖化対策に資するほか、

分散型エネルギーシステムとしてのメリットも期待できる貴重なエネルギーで

す。また、燃料電池をはじめとして、大きな技術的ポテンシャルを有する分野

であり、その積極的な技術開発を進めることは経済活性化にも資するものです。

さらに、風力発電や太陽光発電等は、国民一人ひとりがエネルギー供給に参加

する機会を与えるものであり、非営利組織の活動等を通じて、地域の創意工夫

を活かすことができるものでもあります。他方、現時点では、出力の不安定性

や高コスト等の課題を抱えていることも事実であり、これらの課題の克服には、

更なる技術開発等の進展が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新エネルギー法では、革新的なエネルギー高度利用技術(燃料電池、クリーン

エネルギー自動車など)については、新エネルギーに含まれないものとなってい

ますが、新エネルギーと同等に普及促進を図っていくものとして、本ビジョンで

は、賦存量の算定、プロジェクトの対象エネルギーに含めました。 

 

1.2 新エネルギービジョン策定の目的 

[長所] 

・環境に優しいクリーンなエネルギーである。 

・石油など化石燃料の消費を低減できる。 

・地域に賦存するエネルギーで利用方法が多彩である。 

[短所] 

・従来のエネルギーと比較して、コストが高い。 

・時間・季節などによる変動が大きく、不安定である。 

・変換効率など利用効率が低い。 
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資料) 新エネルギーガイドブック 2008(NEDO)を編集 

 

 

 

 

 

 

 

 

新エネルギーの分類と位置付け 

クリーンエネルギー 

自動車 

 

  

石油 

石炭 

天然ガス 

コージェネレーション 

大規模 

水力発電 

バイオマス熱利用 

供給サイドのエネルギ

原子力 天然ガス 

石油代替エネルギー 

再生可能エネルギー 

大規模 

地熱発電 

新エネルギー 

海洋エネルギー 

革新的なエネルギー 

高度利用技術 

再生可能エネルギー

の普及、エネルギー

効率の飛躍的向上、

エネルギー源の多様

化に資する新規技術

であって、その普及

を図ることが必要な

もの 

燃料電池 

など 

注1：「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法」では、ヒートポンプは新エネルギーに位置付けられていない

が、「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する

法律施行令」では、再生可能エネルギーに位置付けられていることから、本ビジョンでは温度差熱利用の一部とし

て、ヒートポンプを位置付けます。 

温度差熱利用 

(ヒートポンプ

を含む注 1) 

太陽光発電 

風力発電 

バイオマス発電 

太陽熱利用 

雪氷熱利用 

中小規模 

水力発電 

(1000kW 以下) 

地熱発電 

(バイナリ方式

のもの) 
バイオマス燃料製造 
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【新エネルギー】 

太陽光発電 太陽光発電とはシリコンなどの半導体に光が当たると

電気が発生するという光電効果を応用した太陽電池を

使用して、太陽光から直接電気を発生させるもので

す。昼間発電した電力が余った場合は、電力会社に売

り、夜足りない時には買うというシステムになってい

ます。 

風力発電 風力発電は、風の力を電気エネルギーに変換して利用

するもので、変換の過程としては、風の運動エネルギ

ーを風車により回転という動力エネルギーに変え、発

電機を動かし、電気エネルギーへと変換するもので

す。 

バイオマス発電 バイオマスエネルギーは、植物、動物の細胞組織、動

物の排泄物など、生物由来の有機物をエネルギーとし

て発電利用するものです。 

中小規模水力発電 河川をせき止めてその落差と流量により電力を起こす

もののほか、農業用水路や上水道施設などから発電す

る方法もあります。 

発
電
分
野 

地熱発電 マグマ溜りの熱で加熱された地熱エネルギーを利用し

て、蒸気タービンを回し、電気を起こす方法です。 

太陽熱利用 太陽熱温水器は家の屋根などに設置して、太陽の熱を

集め温水をつくり、風呂や給湯に利用しています。 

バイオマス熱利用 バイオマスエネルギーは、植物、動物の細胞組織、動

物の排泄物など、生物由来の有機物をエネルギーとし

て熱利用するものです。 

温度差熱利用 海や河川の水は、年間を通じて水温変動が小さく、夏

期は大気よりも冷たく、冬期は大気よりも暖かく保た

れています。この外気との温度差を「温度差エネルギ

ー」といい、ヒートポンプ及び熱交換器を使って、冷

水や温水をつくり、供給導管を通じて地域の冷暖房や

給湯に利用されます。 

温度差エネルギー

(ヒートポンプ) 

ヒートポンプとは、太陽で温められた空気の熱を熱交

換器で冷媒に集め、その冷媒を圧縮機で圧縮してさら

に高温にし、高温になった冷媒の熱を水に伝えてお湯

を沸かす仕組みです。空気の熱を上手に活用するの

で、投入した電気エネルギーの 3 倍以上の熱エネルギ

ーを得ることができます。水などの熱を利用するもの

もあります。 

熱
利
用
分
野 

雪氷熱利用 雪や氷の冷熱エネルギーの利用 

 

 

新エネルギーの概要 
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バイオマス燃料製造 

 

生物由来の有機物から燃料を製造するものです。バイ

オエタノールやバイオディーゼルフューエルなどがあ

ります。 

Bio（バイオ：生命または生物の意味） 

Diesel（ディーゼル：内燃機関等エンジンの型式） 

Fuel（フューエル：燃料の意味） 

生物資源から造り出した軽油代替燃料の一般的な呼称

です。欧米では、菜種油や大豆油等の植物油を原料と

して製造したものが軽油代替燃料として利用されてい

ますが、日本の場合は燃料製造コスト等の問題によ

り、一度調理に使用した植物油（廃食用油）からバイ

オディーゼルフューエルを製造する方法が一般的で

す。 

 

【革新的なエネルギー高度利用技術】 

クリーンエネルギー 

自動車 
天然ガス、電気、メタノール、ハイブリッド自動車 

天然ガス 

コージェネレーション 
天然ガス利用の発電と熱利用 

燃料電池 燃料電池による発電と熱利用 
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(2) 新エネルギーの導入の意義 

新エネルギーは、資源制約が少ない国産エネルギー、また石油依存度低下に資

する石油代替エネルギーとして、エネルギー安定供給の確保に資するとともに、

二酸化炭素の排出が少ないことなど、環境に与える負荷が小さく、地球環境問題

への対応にも資することから、持続可能な経済社会の構築に寄与するものです。

さらに新エネルギーの導入は、新規産業・雇用の創出等にも貢献するなど、多様

な意義を有しています。 

① エネルギー安定供給の確保に資する石油代替エネルギー 

我が国のエネルギー供給構造の脆弱性を克服し、安定的なエネルギー供給を実

現するためには、引き続き石油依存度の低減を図ることがエネルギー対策上の基

本的な考えです。この中で、純国産の石油代替エネルギーである新エネルギーは、

資源制約が少ないため、その導入を促進することは、我が国のエネルギー安定供

給の確保に資するものです。 

②環境に与える負荷が小さいクリーンエネルギー 

新エネルギー、中でも太陽光発電・風力発電などの新エネルギーは、エネル

ギーの発生の過程において二酸化炭素の排出が少なく、窒素酸化物(NOx)、硫黄

酸化物(SOx)といった有害ガスの排出も少ないことなどから、化石エネルギーと

比較して、環境への負荷が相対的に低いクリーンなエネルギーです。また、従来

型エネルギーの新利用形態の新エネルギーについても、そのエネルギー効率が高

い場合には、使用する化石エネルギーの低減が可能となるため、二酸化炭素等の

排出を削減し、環境への負荷を軽減し得るものです。 

③新規産業・雇用創出への寄与 

太陽光発電や燃料電池等の新エネルギーは、電気機器、素材、住宅、自動車、

エネルギーなどの幅広い産業に関係する技術であり、新技術や商品の開発過程

において新規市場や雇用の創出に資する潜在性の高い分野であるため、我が国

の企業の競争力強化にも寄与します。また、風力発電やバイオマスなどの地域

分散型エネルギーの導入は、地域の活性化や雇用創出などにも資するものです。 

④その他の利点 

a.分散型エネルギーシステムとしての利点 

蓄電池と組み合わせた太陽光発電、天然ガスコージェネレーション・燃料電

池などの需要地近接性を有する新エネルギーは、送電時などにおけるエネルギ

ー損失を低減することが可能であり、また、需要地において防災対応などの緊

急時に自立型エネルギーシステムとして活用し得るものです。 

b.電力の負荷平準化(ピークカット効果)に貢献 

夏季昼間時の太陽光発電、天然ガスコージェネレーション・燃料電池などの

分散型電源を電力需要ピーク時に稼働させる場合、電力の負荷平準化に貢献し

ます。 
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1.2.2 新エネルギービジョン策定の目的  

私たちは、地球の自然の恵みと急速な進歩を遂げた科学技術により、たいへん豊

かで便利な生活を営んできました。しかし、それに伴う大量生産・大量消費・大量

廃棄型の社会活動、開発途上国の人口の爆発的な増加により、さまざまな問題が生

じています。特に、化石エネルギーの枯渇、地球の温暖化という問題は深刻であり、

地球規模で取り組むべき課題となっています。これは、持続可能な社会形成と地域

の発展においても、地域で取り組み解決すべき重要な課題となっています。 

本市は、平成 17 年 10 月 1 日に旧鴻巣市・吹上町・川里町が合併し、誕生し

ました。合併後の「第 5 次鴻巣市総合振興計画」においては、「花かおり 緑あふ

れ 人輝くまち こうのす」を実現するために今後10 年間の市政の基本計画を定

めています。また、平成 20 年 3 月に改訂した環境基本計画では、鴻巣市環境基

本条例をもとに「環境の恵沢の享受と将来世代への継承のための環境の保全及び創

造」、「環境への負荷の軽減による持続的に発展することができる社会の構築」、「国

際的な協力の下に適切に推進」を基本理念として環境の保全及び創造の事務事業を

推進しています。 

本事業では、化石燃料の消費量低減によるエネルギー安定供給と、CO2 排出量

削減による地球温暖化防止への貢献を目的とする新エネルギーの導入促進だけでな

く、地域資源を活かしたエネルギーの地産地消や、新たな産業の創出、観光・交流

における地域の活性化、雇用の創出などの地域振興を目的として、「鴻巣市地域新

エネルギービジョン」を策定します。 
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1.3.1 鴻巣市における環境への取組 

(1) 鴻巣市環境基本条例の基本理念 

鴻巣市環境基本条例は、環境の保全及び創造について、基本理念を定め、並び

に市、市民、事業者及び民間で組織する団体(以下「民間団体」という。)の責務

を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項

を定め、これに基づく施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来

の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的として定められてい

ます。以下に、基本理念を示します。 

 

 

(2) 鴻巣市環境基本計画の位置付け 

「鴻巣市環境基本計画」は、市政運営の指針を定めた「鴻巣市第 5 次総合振

興計画」の他、「鴻巣市都市計画マスタープラン」など関連する計画と整合性の

ある環境分野の計画として位置付けられています。 

1.3 新エネルギービジョンの位置付け 

環境の保全と創造についての基本理念 

●環境の恵沢の享受と将来世代への継承のための環境の保全及び創造 

環境の保全及び創造は、現在及び将来の市民が潤いと安らぎのある恵み豊

かな環境の恵沢を享受する権利の実現を図るとともに、人類の存続基盤であ

る環境が将来の世代に継承されることを目的として、適切に推進されなけれ

ばならない。 

●環境への負荷の軽減による持続的に発展することができる社会の構築 

環境の保全及び創造は、すべての者が環境への負荷を低減することその他

の行動を自主的かつ積極的に行うことによって、自然の物質循環を損なうこ

となく持続的に発展することができる社会が構築されるように推進されなけ

ればならない。 

●国際的な協力の下に適切に推進 

環境の保全及び創造は、地域の環境が地球全体の環境と深くかかわってい

ることに鑑み、国際的な協力の下に適切に推進されなければならない。 
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１.自然を身近に感じるまちづくり 

都市における自然の役割を大切にして、緑豊かな環境の保全・創造を通して、自

然を身近に感じる環境と調和したまちにしていきます。 

２.安全安心で健康に暮らせるまちづくり 

都市における営みが環境に与える負荷を低減し、公害や環境汚染のない、だれも

が暮らしやすいまちにしていきます。 

３.地球温暖化対策と循環型のまちづくり 

深刻化する地球温暖化問題に対し、また、物質循環の環をつなぐために、一人ひ

とりが身近なことから行動するまちにしていきます。 

４.参画と協働による環境まちづくり 

１～３の目標を達成するために、環境を重視する価値観を大切に、すべての主体

が参画し、一体となって環境問題に取り組む協働型社会のまちにしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境基本計画は、課題に対応し、望ましい環境像を実現させるための基本方向

と取組を示した、これからの本市の環境まちづくりにおける共通の指針となるも

のですが、計画の理念は以下のように示されています。 

 

 

 

 

 

計画の基本理念のもと、望ましい環境像を形や行動として具体化させていくた

めの基本目標が以下のように定められています。 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境基本法 地方自治法

鴻巣市 
環境基本条例 

連 携 

鴻巣市第５次総合振興計画 

鴻巣市 

環境基本計画 

都市計画 

マスタープラン 

緑の基本計画 

その他各種計画 

一人ひとりの行動から 

花と緑に彩られた、住んで心地よいまちに 

鴻巣を変えていこう！ 

鴻巣市環境基本計画の位置付け 
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計画の中で、「3.地球温暖化対策と循環型のまちづくり」の基本方針として、

「省エネルギーと新エネルギーの利用の促進」が掲げられており、下記に示す施

策体系や取組内容などの施策方針との整合をとりながら、新エネルギービジョン

を策定していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組の柱２：新エネルギーの利用促進 

○公共施設へ率先導入 ・太陽光、太陽熱、風力など再生可能なエネルギー利用の普及
に努めるとともに、市の新エネルギー導入に関する方針を定
め、公共施設などで率先して導入します。 
・特に、公共の大規模施設の建設に当たっては、外構を含めて
省エネルギー構造の施設にするとともに、新エネルギー（太
陽光発電、太陽熱利用、風力発電、コージェネレーションシ
ステムなど）の積極的な導入に努めます。 

○新エネルギー導入に対する
情報提供 

・新エネルギー導入の効果や技術的情報を提供し、普及啓発を
図ります。 
・市民、事業者に対して、新エネルギーの導入に関する各種助
成制度等についての情報提供を行い、普及促進を図ります。 

 

 

 

取組の柱２：新エネルギーの利用促進 

○公共施設への率先導入 ・公共施設における新エネルギー設備の設置と省エネルギー効
果の把握、公表 

○新エネルギー導入に対する
情報提供 

・新エネルギーに関する効果や技術的情報の提供 

 

 

省エネルギーと新エネルギー利用の推進 

省エネルギー行動の推進 

新エネルギーの利用促進 

○省エネルギー行動の普及促進 

省エネルギー型まちづくり 

の推進 

○公共施設での省エネルギー行動の率先実行 

○地球にやさしい製品の普及 

○公共施設への率先導入 

○建築物などにおける省エネルギー設備の普及 

○ヒートアイランド現象の緩和 

○省エネルギー構造、設備導入に対する支援 

○新エネルギー導入に対する情報提供 

施策体系 

施策の基本方針 

当面実施する事業 
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1.3.2 新エネルギービジョンの位置付け 

「鴻巣市地域新エネルギービジョン」は、「鴻巣市環境基本条例」、｢鴻巣市環

境基本計画｣に基づき策定します。 

本ビジョンは、「新エネルギー導入」に係る基本方針と方策を体系的に提示す

るとともに、その具体的な取組としての重点プロジェクトを提案するものです。 

 

 

 

 

鴻巣市環境基本計画 

 

第5次鴻巣市総合振興計画 

鴻巣市新エネルギービジョン策定 
地球への環境負荷軽減、新たな産業の創出、観光・交流の活性化、 

雇用の創出など様々な地域振興への波及効果 

太陽の恵みと先進技術を活用した持続可能な環境都市 

鴻巣市環境基本条例 

一人ひとりの行動から花と緑に

彩られた、住んで心地よいまち

に鴻巣を変えていこう！ 

環境の保全と創造についての 

基本理念 

①環境の恵沢の享受と将来世代への継承の

ための環境の保全及び創造 

②環境への負荷の軽減による持続的に発展

することができる社会の構築 

③国際的な協力の下に適切に推進 

将来都市像 

花かおり 緑あふれ 

     人輝くまち こうのす 

①安全・安心でゆったりと暮らせるまちづくり 

②すべての人が健やかで思いやりのあるまちづ

くり 

③心ゆたかでときめきのあるまちづくり 

④利便性が高くうるおいのあるまちづくり 

⑤いきいきと個性かがやく活力あるまちづくり 

⑥市民協働のまちづくり 

⑦スリムで効率的な行政経営によるまちづくり 

都市計画マスタープラン 

緑の基本計画 

その他各種計画 等 

鴻巣市地球温暖化

対策実行計画 

連携・調整 

率先行動部分実践 
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本章では、本市の地域特性として、地域概要、エネルギー需要量を調査・把握し、

新エネルギーの賦存量※1を推計･整理するとともに、周辺地区における新エネルギ

ーの導入状況や新エネルギーの技術開発動向に応じた、新エネルギーの導入計画を

構築することが重要です。また、住民・事業者の意向や取組状況を把握するために

アンケート調査を行い、現状分析からエネルギーに関する市の特性を整理します。 

 

                         
※1 賦存量 

（天然資源の量などについて）利用の可否に関係なく、理論的に最初からそれだけ存在する全エネルギー量 

第2章 地域特性 
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2.1.1 地域概要 

(1) 位置および地形 

本市は、埼玉県中央部に位置し、面積は 67.49km2です。平成 17 年 10 月 1

日旧鴻巣市、吹上町、川里町が合併し誕生しました。 

北は行田市、南は北本市及び桶川市、東は騎西町及び菖蒲町、西は熊谷市及び

吉見町に隣接しています。地形は概ね平坦で、中央部を元荒川、北部を見沼代用

水、西部を荒川が流れ、豊かな田園地帯が広がっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 気象 

本市の年平均気温は、最寄りの熊谷地方気象台の平年値で 14.6℃、年間降水

量は 1,221.8mmとなっており、夏季には南東、冬季には北西季節風の卓越する、

比較的過ごしやすい気候となっています。（降水量の値はアメダス鴻巣地点のも

の） 

月平均風速は、年間を通して 3.0m/s 以下と弱く、特に 6～11 月にかけて弱

くなる傾向にあります。なお、ここで示している風速は、1.8～3.0m/s と弱い

ものとなっていますが、これは、風速を観測している高さが地上高 16.8m で、

周辺の地形や建物などの影響を受けているためです。 

月平均日照時間は、6～11 月にかけて 150 時間以下となる月があるものの、

冬季は 200 時間近くとなっています。 

埼玉県 

2.1 地域概要と動向 

鴻巣市の位置 



  33

 

 

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 全年

平均気温(℃) 熊谷 3.7 4.3 7.5 13.2 17.9 21.4 24.9 26.4 22.3 16.6 10.9 6.0 14.6

降水量(mm) 鴻巣 26.0 41.4 78.0 94.2 108.8 139.1 149.3 180.2 196.0 121.7 64.5 22.6 1221.8

平均風速(m/s) 熊谷 2.9 3.0 3.0 2.6 2.4 2.1 2.0 2.1 1.8 2.0 2.2 2.6 2.4

日照時間(h) 熊谷 207.5 187.2 196.2 181.0 189.4 117.9 136.7 167.4 114.2 146.6 164.0 199.1 2007.2

最大積雪(cm) 熊谷 5 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9

月

 

降水量は鴻巣アメダスにおける 1979～2000 年の平均値 

平均気温、日照時間は 1971～2000 年、平均風速は 1975～2000 年、積雪は 1971～2000 年の平均値（以

上の項目は熊谷地方気象台の値） 

資料)気象庁アメダスデータ及び熊谷地方気象台 
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資料)熊谷地方気象台データ 

鴻巣市における気象の状況 

鴻巣市における平均気温と降水量 
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資料)熊谷地方気象台データ 

 

2.1.2 社会概況  

(1) 人口・世帯数 

本市の平成 21 年における人口は、120,899 人(男:60,231 人、女:60,668

人)であり、平成 17 年に比べ 97 人増加しています。世帯数は、45,711 世帯と

2,527 世帯の増加となっています。一世帯当たりの人数は 2.64 人と 3 人を下

回り、少子化、核家族化が進んでいると考えられます。 

また、年齢階層別人口の割合を平成 17 年からの推移でみると、14 歳以下の

人口が減少し、65 歳以上の人口が増加しています。平成 21 年には、65 歳以上

が 23,847 人と全体の約20％を占めており、高齢化が進んでいることが分かり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鴻巣市における日照時間と平均風速 
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人口(人) 
年  次 世帯数 

総計 男 女 

一世帯当 

りの人数 

平成 17 年 43,184 120,802 60,390 60,412 2.80 

平成 18 年 43,856 120,897 60,287 60,610 2.76 

平成 19 年 44,530 120,817 60,255 60,562 2.71 

平成 20 年 45,197 120,962 60,255 60,707 2.68 

平成 21 年 45,711 120,899 60,231 60,668 2.64 

資料)鴻巣市住民基本台帳各年 10 月 1 日現在 

 

 

 

15,635

15,916

16,043

16,221

81,417

82,310

83,201
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84,807

23,847

22,736
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20,446

19,42716,568

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000

平成21年

平成20年
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平成18年

平成17年

（人）

14歳以下 15～64歳 65歳以上
 

資料)鴻巣市住民基本台帳 

 

鴻巣市における年齢階層別人口の推移 

鴻巣市における人口・世帯数の推移 
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(2) 産業 

 本市における産業別就業者数の割合は、平成17年現在で第1次産業が4.3％、

第 2 次産業が 27.2％、第 3 次産業が 66.9％となっており、第3次産業に従事

している割合が全体の約 7割を占めています。 

 平成 17 年の業種別で就業者数の多い業種をみると、第 1 次産業では農業が

2,565 人、第 2次産業では製造業が 12,346 人、建設業が 3,758 人、第 3次

産業ではサービス業が 17,976 人、公務が 2,821 人となっています。 

 

 

 

第１次産業 第２次産業 第３次産業 

年 次 

15 歳 

以上 

人口 

(人) 

就業 

人口 

(人) 

就業 

人口 

(人) 

構成比

就業 

人口 

(人) 

構成比

就業 

人口 

(人) 

構成比
就業率

平成 17年 103,117 59,344 2,573 4.3% 16,109 27.1% 39,699 66.9% 57.6%

資料)国勢調査 

 

 

 

業 種 
就業者数

(人) 
業 種 

就業者数 

(人) 

第１次産業 2,573 第３次産業 39,699

 農 業 2,565  卸・小売業 11,243

 林 業 -  金融・保険業 1,692

 漁 業 8  不動産業 734

   運輸通信業 4,909

第２次産業 16,109  電気･ガス･水道業 324

 鉱 業 5  サービス業 17,976

 建設業 3,758  公  務 2,821

 製造業 12,346  分類不能 963

計 59,344

 

資料)国勢調査 

平成 16 年の業種別総生産額は、第 1次産業が 1%、第 2次産業が 50%、第

3 次産業が 49%と第 2，3 次産業の比率が大きくなっています。業種別では製

造業が 32.6%、サービス業が 16.3%の順となっています。 

鴻巣市の産業別就業者数 

鴻巣市の業種別就業者数(平成 17 年) 
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業  種 
生産額 

(百万円) 
業  種 

生産額 

(百万円) 

第 1 次産業 3,170 第 3 次産業 150,961

農業 3,160 卸売・小売り業 44,855

林業 2 金融保険業 3,827

漁業 8 不動産業 26,514

第 2 次産業 154,602 運輸通信業 11,500

鉱業 1,229 電気・ガス・水道業 1,341

建設業 52,746 サービス業 50,445

製造業 100,627 公務 12,479

計 308,733

資料) 市町村民所得推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料) 市町村民所得推計 

鴻巣市の業種別総生産額(平成 16 年) 

鉱業

0.4%

建設業

17.1%

製造業 

32.6% 

卸売・小売業 

14.5% 

金融・保険業 

1.2% 

第1次産業

1% 

第2次産業

50% 

第3次産業

49% 不動産業 

8.6% 

運輸・通信業

3.7% 

電気・ガス・水道業 

0.4% 

サービス業 

16.3% 

公務 

4.0% 

農業

1.0%

鴻巣市の業種別総生産額の割合(平成 16 年) 
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①農業 

本市の農業は、米、麦、果樹、野菜、花卉、畜産と多岐にわたって生産してい

ますが、米麦と花卉で生産額の約半分を占めています。農業就業者数は年々減少

傾向にあり、平成 17 年は平成 2年と比較すると、約 7割程となっています。 

農地は、市街地軸の東西に広がり、広大な米麦生産地を形成しているほか、箕

田地区、川里地区は有数の花卉産地であり、花卉地方卸売市場（鴻巣フラワーセ

ンター）も立地しています。 

 

 

年 次 平成 2 年 平成 7年 平成 12 年 平成 17 年 

農業就業者数(人) 4,751 4,221 3,811 3,317 

資料)農林業センサス 

 

 

単位:千万円 

米 麦類 
雑穀 

豆類 

いも

類 
野菜 果物 花卉 

工芸・ 

農作物 
計 

225 18 2 5 75 24 308 0 657

資料)農林業センサス 

 

②工業 

 本市の工業は、平成 18 年の工業統計調査結果によると、事業所数 217 箇所、

製造品など出荷額 2,572 億円となっており、事業所数・従業員数・製造出荷額

とも減少している現状となっています。 

 

 

 

 

年 次 事業所数 従業者数(人) 製造品出荷額(万円) 

平成 14 年 243 8,926 24,955,695

平成 15 年 248 8,935 24,817,814

平成 16 年 237 8,800 27,141,672

平成 17 年 233 8,639 26,837,898

平成 18 年 217 8,456 25,716,550

資料)工業統計調査結果報告書 

鴻巣市における農業就業者数の推移 

鴻巣市における主な農業産出額(平成 18 年) 

鴻巣市における事業所数・従業者数・製造品出荷額の推移 
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産業中分類 事業所数 従業者数(人) 

食 料 28 640 

繊 維 2 383 

衣 服 12 302 

木 材 1 8 

パルプ・紙 12 515 

印 刷 9 310 

化 学 6 202 

プラスチック 28 1,033 

ゴ ム 6 84 

なめし革 2 48 

窯 業 6 180 

鉄 鋼 3 61 

金 属 21 479 

機 械 32 1,366 

電 気 17 1,425 

情報通信 4 473 

電 子 6 253 

輸 送 12 519 

精 密 12 147 

その他 14 211 

計 233 8,639 
資料)工業統計調査結果報告書 

 

鴻巣市における事業所数・従業者数(平成 1７年) 
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③商業 

本市の商業は、平成 17 年の商業統計調査結果によると、商店数 1,006 店、

従業員数 7,269 人、年間販売額 2,220 億円で、平成 3 年と比較すると、商店

数は194店減少しているものの、逆に従業員数及び年間販売額は増加しており、

店舗の大型化の傾向が表れています。 

年間販売額は、平成 14 年までは減少傾向にありましたが、平成 16 年には増

加に転じています。 

 

 

 

年 次 商店数 従業者数(人) 年間販売額(万円) 

平成 3 年 1,200 5,823 20,167,788 

平成 6 年 1,190 6,986 24,559,174 

平成 9 年 1,135 6,939 19,187,642 

平成 11 年 1,217 7,923 19,639,875 

平成 14 年 1,069 7,073 18,725,890 

平成 16 年 1,006 7,269 22,206,401 

資料)平成 17 年商業統計調査結果報告書 

 

 

 

業 種 名 事業所数 業 種 名 事業所数 

各種商品卸売業 0 各種商品小売業 2 

繊維・衣服等卸売

業 
7
織物・衣服・ 

身の回り品小売業 
94 

飲食料品卸売業 28 飲食料品小売業 474 

建築材料・鉱物・ 

金属材料等卸売業 
53
自動車・自転車小売

業 
53 

機械器具卸売業 45
家具・じゅう器・ 

機械器具小売業 
71 

その他の卸売業 88 その他の小売業 279 

計 221 計 973 

資料)商業統計調査結果報告書 

鴻巣市における商店数・従業者数・年間販売額の推移 

鴻巣市における業種別商店数(平成 16 年) 
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(3) 自動車 

自動車保有台数は、平成 17 年度において、合計が 35,499 台、そのうち乗用

が 30,788 台であり、1 世帯当たりの保有台数は約 0.9 台と保有率は 1 以下と

なっています。 

しかし、自動車保有台数の増加は、交通量の増加をもたらすとともに、環境負

荷が大きくなります。 

 

 

種  類 台数(台) 

貨 物 用 2,863 

乗 合 用 76 

乗 用 30,788 

特種 (殊 ) 834 

小型二輪 938 

合 計 35,499 

資料)国土交通省総合施策局情報管理部「運輸関連統計資料集」 

 

2.1.3 土地利用  

本市における土地利用状況は、総面積 67.49km2のうち農地が 50.3％と約半

分を占め、宅地が 21.3％、山林が 0.5%、原野が 0.3%、その他が 27.6％とな

っています。そのため、土地利用状況を活かした施策としては、宅地における太

陽光発電システムの導入があげられます。また遊休農地や耕作放棄地の活用につ

いても、エネルギー作物を栽培し食用油を精製するなどの「菜の花プロジェクト」

について検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総面積 

67.49km2 

田 

26.3%

畑 

24.0%
宅地 

21.3%

その他

27.6%

山林 

0.5% 

原野 

0.3% 

鴻巣市における自動車保有台数(平成 17 年度) 

鴻巣市の土地利用の状況 
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2.2.1 エネルギー需要量の推計方法  

(1) 単位及び原単位と基本数値 

①エネルギーの単位について 

本ビジョンで使用する「基本単位」、「単位の接頭語」、「単位の変換式」につい

ては、次に示す通りです。 

【基本単位】 

記 号 読み方 意 味 備     考 

W ワット 電力の単位 家庭の蛍光灯は 30～40W（瞬時値） 

Wh ワットアワー 電力量の単位 
30W の蛍光灯を 1 時間点灯すると 30Wh の

電力量となる。 

J ジュール 熱量の単位 

1kg、10℃の水（約 1L）を沸騰（100℃）さ

せるのに 376,740J=約 377kJ が必要とな

る。1J=0.239cal 

cal カロリー 
熱量の単位 

（旧） 

水 1g を 1℃上げるために必要な熱量 

L リットル 容量の単位 1 辺 10cm の立方体の体積 

g グラム 重量の単位 1 円玉 1 枚の重さ 

t トン 重量の単位 1t＝1,000kg 

g-CO2 
グラム 

シーオーツー 

二酸化炭素の 

重量（全体） 

1g-CO2 の二酸化炭素は約 0.55L（20℃・1

気圧） 

g-C グラムシー 
二酸化炭素の 

重量（炭素分） 

1g-CO2＝0.273g-C 

 

【単位の接頭語】 

記 号 読み方 意 味 備     考 

k キロ 103 1kg＝1,000g、1kW＝1,000W など 

M メガ 106 1MJ＝1,000kJ＝100万 J など 

G ギガ 109 1GJ＝1,000MJ＝10 億 J など 

 

 

 

 

2.2 エネルギー需要量 
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【単位の変換式】 

単位の変換 備     考 

1Wh＝3,600J 電力と熱量の単位変換 

1kcal＝4,186J 熱量の旧単位と新単位の変換 

 

②エネルギー源別発熱量及び二酸化炭素排出量 

ここで使用する各燃料の発熱量及び二酸化炭素排出係数は、次に示す数値を用

いました。 

 

 

燃 料 単位あたり発熱量※1 CO2排出係数
※2 

原 油 38.2 (MJ/L) 68.6 (g-CO2/MJ) 

ガソリン 34.6 (MJ/L) 67.1 (g-CO2/MJ) 

灯 油 36.7 (MJ/L) 67.8 (g-CO2/MJ) 

軽 油 38.2 (MJ/L) 68.6 (g-CO2/MJ) 

A 重 油 39.1 (MJ/L) 69.3 (g-CO2/MJ) 

LP ガス 50.2 (MJ/kg) 59.8 (g-CO2/MJ) 

都市ガス 44.8 (MJ/m3) 50.6 (g-CO2/MJ) 

3.6 (MJ/kWh) 0.555 (kg-CO2/kWh) 
電 力 

  154 (g-CO2/MJ) 

※1 総合エネルギー統計（平成 20 年度） 

※2 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令排出係数一覧表 

 

埼玉県の燃料油及び LP ガス販売実績、それらの二酸化炭素排出量を以下に示

します。 

 

 

燃 料 ガソリン 灯 油 軽 油 A 重油 合 計 

販売量(kL/年) 2,886,475 581,883 1,369,515 312,207 5,150,080

熱量換算(GJ/年) 99,872,035 21,355,106 52,315,473 12,207,294 185,749,908

CO2排出量(t-CO2) 6,701,414 1,447,876 3,588,841 845,965 12,584,096

資料)資源エネルギー庁「資源・エネルギー統計年報」 

 

 

エネルギー源別の発熱量及び二酸化炭素排出量 

埼玉県の燃料油販売実績及び二酸化炭素排出量(平成 19 年) 
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燃 料 家庭業務用 自動車用 工業用 合 計 

販売量(t/年) 484,881 26,451 61,271 572,603

熱量換算(GJ/年) 24,341,026 1,327,840 3,075,804 28,744,670

CO2排出量(t-CO2) 1,455,593 79,405 183,933 1,718,931

資料)日本ＬＰガス協会 

 

(2) 算出に用いた基礎データ 

エネルギー需要量の算出には、エネルギー種別毎に以下の基礎データを用いて

算出しました。 

①燃料油 

平成 19 年度の埼玉県内における燃料油販売量(ガソリン＋灯油＋軽油＋A 重

油の販売量＝5,150,080kL)を基礎データとしました。 

②LP ガス 

 平成 20 年度の県内における LP ガス販売量(家庭業務用＋工業用の販売量＝

546,152t)を基礎データとしました。 

③都市ガス 

 平成 18 年度の鴻巣市内における都市ガス（新日本ガス、東京ガスの使用量＝

703,274+13,255,950m3）を基礎データとしました。 

④電力 

東京電力(株)が集計した平成 20 年度埼玉県の電力使用量実績を基礎データと

しました。 

 

(3) 部門別の算出方法 

部門別のエネルギー需要量の算出方法は、各部門エネルギー別に以下に示す方

法で算出を行いました。 

なお、算出方法の詳細を巻末の添付資料に示します。 

①産業部門(算出方法の詳細は、資料編 P113①産業部門参照) 

a.燃料油 

  県内における燃料油販売量に、総合エネルギー統計から算出した第 1次産業

及び第2次産業部門におけるエネルギー消費比率と、埼玉県と本市の第 1次及

び第2次産業生産額の比率を乗じて、産業部門における燃料油の需要量を推計

しました。 

 

埼玉県の LP ガス販売実績及び二酸化炭素排出量(平成 20 年) 
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b. LP ガス 

県内における工業用 LP ガス販売量を基に、埼玉県と本市の第 2次産業生産

額の比率を乗じて、産業部門における LP ガスの需要量を推計しました。 

c.都市ガス 

本市における新日本ガスの使用量に総合エネルギー統計から算出した第 1

次産業及び第 2次産業部門におけるエネルギー消費比率を乗じたものに、東京

ガスの家庭用以外の使用量に本市の第 2 次産業生産額と第 2 次、第 3 次産業

生産額の合計との比率を乗じたものを加えて、産業部門における都市ガスの需

要量を推計しました。 

d.電力 

埼玉県における電力使用量に、埼玉県と本市の第2次産業生産額の比率を乗

じて産業部門における需要量としました。 

 

②民生部門(家庭用)(算出方法の詳細は、資料編 P115②民生部門(家庭用)参照) 

a.燃料油 

県内における燃料油販売量に、総合エネルギー統計から算出した家庭部門の

エネルギー消費比率と、埼玉県と本市の世帯数の比率を乗じて、民生部門家庭

用の燃料油需要量を推計しました。 

b. LP ガス 

県内における家庭業務用 LP ガス販売量に、総合エネルギー統計から算出し

た業務用使用量と家庭用使用量の割合を乗じ、埼玉県と本市の世帯数の比率を

乗じて、民生部門家庭用の LP ガス需要量を推計しました。 

c.都市ガス 

本市における新日本ガスの使用量に総合エネルギー統計から算出した家庭

部門のエネルギー消費比率を乗じたものと、東京ガスの家庭用使用量を加えて、

民生部門（家庭用）における都市ガスの需要量を推計しました。 

d.電力 

埼玉県における電力使用量に、埼玉県と本市の世帯数の比率を乗じて民生部

門（家庭用）における需要量としました。 

 

③民生部門(業務用)(算出方法の詳細は、資料編 P116③民生部門(業務用)参照) 

a.燃料油 

県内における燃料油販売量に、総合エネルギー統計から算出した第 3次産業

のエネルギー消費比率と、埼玉県と本市の第3次産業総生産額の比率を乗じて、

民生部門業務用の燃料油需要量を推計しました。 

b. LP ガス 

県内における家庭業務用の LP ガス販売量に、総合エネルギー統計から算出

した業務用と一般家庭用の比率と、埼玉県と本市の第3次産業総生産額の比率
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を乗じて、民生部門業務用の LP ガス需要量を推計しました。 

c.都市ガス 

本市における新日本ガスの使用量に総合エネルギー統計から算出した業務

用と一般家庭用の比率を乗じたものと、東京ガスの家庭用以外の使用量に本市

の第 3 次産業生産額と第 2 次、第 3 次産業生産額の合計の比率を乗じたもの

を加えることで、民生部門（業務用）における都市ガスの需要量を推計しまし

た。 

d.電力 

埼玉県における電力使用量に、埼玉県と本市の第3次産業総生産額の比率を

乗じて、民生部門（業務用）における需要量としました。 

 

④運輸部門(算出方法の詳細は、資料編 P118④運輸部門参照) 

a.燃料油 

県内における燃料油消費量に、総合エネルギー統計から算出した運輸部門の

エネルギー消費比率と、埼玉県と本市における自動車登録台数の比率を乗じて、

運輸部門の燃料油需要量を推計しました。 
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2.2.2 エネルギー需要量の推計結果  

(1) 産業部門のエネルギー需要量 

本市における産業部門のエネルギー需要量は 2,863,253GJ/年で、その内訳

は電力が最も多く 2,239,128GJ/年(78.2％)、次いで燃料油が 429,947GJ/

年(15.0％)、都市ガスが 113,306GJ/年（4.0％）、LP ガスが 80,872GJ/年

(2.8%)と推計されました。 

 

 

 

熱量換算 構成比 
種別 エネルギー需要量 

[GJ/年] [%] 

燃料油 11,239 kL/年 429,947 15.0 

LP ガス 1,611 t/年 80,872 2.8 
ガス 

都市ガス 2,529,152 m3/年 113,306 4.0 

電力 621,980千 kWh/年 2,239,128 78.2 

合計 － 2,863,253 100.0 

LPガス
2.8%

電力
78.2%

都市ガス
4.0%

燃料油
15.0%

 

需要量推計に用いた基礎データの統計年 

燃 料 油：平成 19 年 

L P ガ ス：平成 20 年 

都 市 ガス：平成 18 年 

電 力：平成 20 年 

注)燃料油はその種類別に需要量と熱量換算を行っています。詳細は巻末の資料 1 を参照願い

ます。 

鴻巣市における産業部門のエネルギー需要量 


